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１ 趣旨 

この仕様書は、地方自治法及び横浜市公園条例に基づく三ツ沢公園の指定管理者の募集にあた

り、地方自治法、都市公園法、横浜市公園条例の公園の設置理念に基づき行う管理運営業務の内

容及び履行方法について定めることを目的とします。 

なお、三ツ沢公園馬術練習場については、別紙「三ツ沢公園馬術練習場管理業務仕様書」も参

照してください。 

 

２ 公園の管理運営に関する基本的な考え方 

指定管理者は、公の施設本来の設置目的である「住民の福祉の増進に資すること」を達成する

ため、次に掲げる項目に沿って業務を遂行してください。 

（１）都市公園法の目的である、「都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資する

こと」に基づき、管理運営を行ってください。 

（２）地域コミュニティの醸成や地域連携に寄与できるよう管理運営を行ってください。 

（３）三ツ沢公園は公の施設であり、その利用に際しては平等かつ公平な取扱を行ってください。 

（４）指定管理者独自のアイデアやノウハウによる質の高いサービスの提供と効率的な業務の執行

により、施設の特性を最大限活用できるよう、創意工夫に基づく効果的な管理運営を目指して

ください。 

（５）公園や公園内にある施設・設備の内容を十分に把握したうえで、すべて清潔かつその機能を

正常に保持し、施設利用者が快適で安全に利用することができるよう適正な維持管理を行って

ください。 

（６）個人情報の保護をはじめとした、各種法令遵守を徹底するほか、危機管理意識に基づく健全

かつ安全安心な業務の執行を図ってください。 

（７）指定管理料の節減に努めてください。 

（８）労働関係法令を遵守し、指定管理者職員が働きやすい職場環境の構築を図ってください。 

（９）有料施設がある公園の場合は、その運営業務も実施してください。 

（10）公園には無料の園地部分があり、その維持管理も重要な業務となります。 

（11）自主事業を含むその他の業務も指定管理者の判断で積極的に実施をしてください。 

    

３ 三ツ沢公園の概要 

（１）所 在 地 横浜市神奈川区三ツ沢西町 3-1 

（２）公園種別 運動公園 

（３）公園の沿革や特徴、現指定管理期間中の改修等の状況等 

三ツ沢公園は、第１種住居地域と第１種低層住居専用地域に位置し、その中心には新横浜通

りが通っており、南北に分かれています。北側には馬術練習場、わんぱく広場等があり、南側

には陸上競技場、球技場、テニスコート等が設置されています。運動施設は「見るスポーツ」

と「するスポーツ」の双方のニーズに対応でき、運動施設以外にも静的利用施設があり、四季

の変化を楽しめる市民の憩いの場です。 

なお、野球場は新市民病院整備に伴い解体・撤去されています。今後、旧市民病院跡地へ再

整備を行い、令和６年度以降に再開予定です。 

（４）公園面積 286,976㎡（令和３年４月現在） 

（５）有料施設 

ア 三ツ沢公園球技場（ニッパツ三ツ沢球技場） 

（ア）収容人員：15,454人 

ａ メインスタンド 
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(a) 一般観客席   5,512人  

(b) 車椅子席      20人  

(c) ロイヤルボックス  24人  

(d) 記者席       24人  

ｂ サイド・バックスタンド  

(a) 一般観客席    9,864人  

(b)  車椅子席           10人 

（イ）面積 

ａ 敷地面積   25,662.70㎡  

ｂ 建築面積    7,117.60㎡（建ぺい率 27.7％） 

ｃ 延べ床面積 11,678.34㎡（容積率 45.5％） 

（ウ）建築物の高さ等  

ａ 最高の高さ  14.95m  

ｂ 階数        地上３階  

（エ）メインスタンド：鉄筋コンクリート造３階建・２階上部スタンド 

    ※建築面積：2,478.05㎡、床面積：5,049.11㎡ 

     ※主な施設：貴賓室、ロイヤルボックス、選手控室４、トレーニング室２、シャワー室

２、審判員室、役員控室、医務室、放送室、記者室、トイレなど 

（オ）バック・サイドスタンド：鉄筋コンクリート平屋建・１階上部スタンド 

   ※建築面積：4,639.55㎡、床面積：6,629.23㎡ 

（カ）フィールド：74ｍ×130ｍ（芝：ティフトンにペレニアルグラスをオーバーシード） 

（キ）大型映像装置：高輝度（赤、緑、青）ＬＥＤフルカラー（縦 8.5ｍ×横 17ｍ） 

（ク）照明塔：４塔 

（ケ）利用可能種目：サッカー、ラグビー 

（コ）主要用途：観覧場（球技場）  

(サ) 駐車台数 

ａ 第１駐車場（有料）一般車   88台 

ｂ 第２駐車場（有料）一般車  241台 

ｃ 第３駐車場（有料）一般車  112台 

ｄ 臨時駐車場（有料）一般車   153台 

（シ）現行の利用料金：別紙「三ツ沢公園有料施設料金表」参照 

（ス）開場期間：通年 

（セ）開場時間：9：00～21：00 

（ソ）休場日： 年末年始期間（12/29～1/3） 

※全国高校サッカー選手権を年末年始に開催する場合は、この限りではなく、自主事業と

して開場してください。 

イ 陸上競技場 

（ア）日本陸連第２種公認競技場 

（イ）収容人員：18,300人（メインスタンド 5,413人、その他芝生席） 

（ウ）面積 

ａ 敷地面積     143,449.08㎡  

ｂ 建築面積       2,709.05㎡（建ぺい率 27.7％） 

ｃ 延べ床面積     3,824.05㎡（容積率 45.5％） 

（エ）建築物の高さ等 
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ａ 最高の高さ     8.95m  

ｂ 最高の軒の高さ 5.80m  

ｃ 階数 地上2階 

（オ）トラック：400ｍ×８レーン 直線 150ｍ（全天候トラック） 

（カ）フィールド：69.5ｍ×106ｍ（天然芝） 

（キ）メインスコアボード：高輝度（赤、緑、青）ＬＥＤフルカラー（縦 5ｍ×横 8.4ｍ） 

（ク）照明塔：４塔 

（ケ）附帯設備：会議室 

（コ）主要用途：観覧スタンド 

(サ) 駐車台数（ニッパツ三ツ沢球技場と兼用） 

（シ）現行の利用料金：別紙「三ツ沢公園有料施設料金表」参照 

（ス）開場期間：通年 

（セ）開場時間：9：00～21：00 

（ソ）休場日： 年末年始期間（12/29～1/3） 

    ※全国高校サッカー選手権を開催する場合は、この限りではなく、年末年始に実施され

る場合は自主事業として開場してください。 

ウ 補助陸上競技場 

（ア）トラック：250ｍ×５コース 直線 110ｍ 

※アンツーカ舗装（直線２コースのみ全天候型舗装） 

（イ）現行の利用料金：別紙「三ツ沢公園有料施設料金表」参照 

（ウ）開場期間：３月20日～12月10日 

（エ）開場時間：9：00～17：00 

エ 野球場（※現在休止中。「12 特記事項」参照。） 

（ア）面数：１面 左 87ｍ・右 66ｍ・中 76ｍ（ナイター照明有） 

（イ）照明塔：４塔 

（ウ）利用対象種目：軟式野球、少年軟式野球、ソフトボール 

（エ）現行の利用料金：１時間1,300円 夜間照明料30分2,650円 

（オ）開場期間：３月第３土曜日～12月第３日曜日 

（カ）開場時間 

４月１日～11月30日 9:00～21:00 

４月～11月の第２、第４月曜日 

(休日の場合はその直後の休日でない日) 
13:00～21:00 

３月第３土曜日～３月31日 

12月１日～12月第３日曜日 
9:00～17:00 

３月第４月曜日、12月第２月曜日 

(休日の場合はその直後の休日でない日) 
13:00～17:00 

（キ）休場日：冬季養生期間（12月第３日曜日の翌日～翌年３月第３土曜日の前日）、毎月第

１・第３・第５月曜日及び第２・第４月曜日の９時～13時（休日の場合はその

直後の休日でない日） 

オ 庭球場 

（ア）面数：砂入り人工芝 18面（ナイター照明有） 

（イ）利用対象種目：テニス 

（ウ）現行の利用料金：１時間1,100円 夜間照明料30分250円 

（エ）開場期間：通年 

（オ）開場時間 
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３月１日～12月27日 9:00～21:00 

３月～12月の第１、第５月曜日 

(休日の場合は、その直後の休日でない日) 
13:00～21:00 

12月28日～２月末日 9:00～17:00 

１月～２月の第１、第５月曜日 

(休日の場合は、その直後の休日でない日) 
13:00～17:00 

（カ）休場日：年末年始期間（12/29～1/3）、毎月第３月曜日及び第１・第５月曜日の９時～13

時（休日の場合はその直後の休日でない日） 

カ 馬術練習場（別紙「三ツ沢公園馬術練習場管理業務仕様書」を参照） 

キ  その他 

公園内に立地する「平沼記念体育館」、「青少年野外活動センター」、「県立スポーツ会館」

「戦没者慰霊塔」は他団体が管理運営をしているため、管理運営業務から除外します。 

（６）無料施設 

ア 子供の遊び場 

３か所（豊顕寺市民の森隣接の子どもの遊び場にローラー滑り台有り） 

イ 自由広場 4,000㎡ 

ウ 第１レストハウス（118㎡、２階建、S56.8設置）更衣室及びコインロッカー 

  エ  第２レストハウス（75㎡、S55.7設置）コインシャワー、更衣室及びコインロッカー 

オ  第３レストハウス（342㎡、H16.3設置）コインシャワー、更衣室及びコインロッカー 

（７）その他管理施設 

ア 建物 

イ  モニュメント等 

（ア）彫像  裸婦像２カ所、平沼亮三氏像 

（イ）記念碑 天皇陛下歌碑、皇后陛下歌碑、平沼儒八千代子碑、平沼記念塔、 

秩父宮勢津子歌碑、国体記念レリーフ 

ウ  駐輪場 

（ア）陸上競技場横 

（イ）テニスコート第 14面横 

（ウ）テニスコート第 15面前 

エ 管理ヤード 

補助陸上競技場横、庭球場第 18面横 

オ  臨時駐車場 

Ｊリーグホームゲーム等の大規模な大会等の主催者駐車場や大型バス駐車場として第四駐

車場（平時は閉鎖）及び慰霊堂前広場周辺を臨時駐車場として使用しています。 

また、三ツ沢公園球技場の主催者駐車場として、拡張エリア（第一駐車場横）を臨時駐車

場として使用しています。 

※臨時駐車場を使用する場合は、北部公園緑地事務所と協議をし、行為許可を得てくださ

い。この場合、規定の使用料を横浜市に納入しなければなりません。 

カ  その他 

（ア）時計 

（イ）水飲み場 

（ウ）トイレ ８か所 

（８）電気設備、機器設備等の概要 

別紙「三ツ沢公園設備概要」を参照 
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４ 指定管理者の創意工夫による管理運営業務 

（１）一般的事項 

  ア 指定管理者職員の雇用に関すること 

    三ツ沢公園を安全かつ安定して管理運営するために必要な人数（常勤職員及び非常勤職員）

を配置し、提案書及び賃金水準スライドの対象となる人件費に関する提案書に記載された人

員体制を必ず遵守してください。 

また、公募要項に記載されている人件費関連の算定のため、公募単位で定めた人員体制を

必ず遵守してください。毎年度北部公園緑地事務所が提案書に記載された人員体制が適切に

運用されているかを確認します。異なる人員配置をされていた場合、横浜市が支出した人件

費の返金や実績評価の減点対象とします。 

  イ 施設長は必ず配置し、業務統括及び予算管理や自主事業企画を含めた三ツ沢公園すべての

責任者として位置付け、管理運営にあたり、施設長及びその代理の責任者以外の人間が業務

統括や自主事業企画等の統括を実施しないでください。 

  ウ 三ツ沢公園の管理運営に必要な資格 

公園の管理運営にあたり、業務の実施に際して資格を必要とするものについて、資格を有

する職員を配置し、（法令上、常駐が必要な者は常駐のこと）業務に従事させてください。  

 

（→次ページに続く） 
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資格等の名称 資格を必要とする業務等 根拠法令等 

第一種動物取扱業者 

（保管、訓練、展示） 

第一種動物取扱業の実施等 

 

動物の愛護及び管理に

関する法律 

環境省令で定める基準 

動物取扱責任者 申請業種として保管、訓練、展示の半年

以上の実務経験か、知識及び技術を習得

していることの証明資格等が必要です。 

動物の愛護及び管理に

関する法律 

甲種防火管理者 収容人員 300 人以上の劇場、ホテル、百

貨店等の不特定多数の人が出入りする特

定防火対象物 

消防法 

（選任が必要です） 

防火管理者 階数が５以上 10以下の防火対象物（共同

住宅、格納庫、倉庫を除く）で、延べ面

積２万平方メートル以上の防火対象物 

消防法 

（選任が必要です） 

第三種電気主任技術

者 

電圧が５万ボルト未満の事業用電気工作

物の工事、維持及び運用の保安、監督 

電気事業法 

（選任が必要です） 

電気工事士 急な故障に対応するため 電気工事士法 

建築物環境衛生管理

技術者 

特定建築物（ビル）の維持管理が、環境

衛生上適正に行われるように管理する業

務 

建築物における衛生的

環境の確保に関する法

律（略称 ビル管理法） 

（選任が必要です） 

高所作業安全教育修

了者 

窓ガラス清掃 労働安全衛生法 

建築物環境衛生管理

技術者 

面積 3,000m2 以上の特定建築物において

選任義務があります。 

建築物における衛生的

環境の確保に関する法

律 

締固め用機械運転者 園内の維持管理業務 労働安全衛生法 

チェーンソー作業者 園内の維持管理業務 労働安全衛生法 

  エ 三ツ沢公園が指定管理者により管理運営されていることを示すため、「指定管理者名、連絡

先及び設置者としての横浜市の所管部局（北部公園緑地事務所）名」を北部公園緑地事務所

と協議の上、管理運営開始当日に公園内の見やすいところに表示してください。 

オ 三ツ沢公園利用者や周辺住民からの要望・苦情等について誠実に対応し、よりよい公園づ

くりに努めてください。 

カ 三ツ沢公園の立地状況等に応じて、強風の日には、周辺への砂埃の飛散抑制対策として、

必要に応じ散水等の措置を行ってください。 

キ 季節の花々で三ツ沢公園を彩るなど魅せる公園づくりを実践してください。 

ク 園地の美観を保持した上で、生物多様性の保全にも配慮してください。 

ケ 三ツ沢公園の近隣住民の迷惑とならないよう、定期的に草刈、樹木のせん定・刈込等を行

ってください。また、ただ単に維持管理基本水準書どおりに実施するだけではなく、現地の

特徴を把握した上で指定管理者の創意工夫も盛り込んでください。 

コ 身体障害者が三ツ沢公園を利用する場合に、適切な配慮を実施してください。 

また、身体障害者が同伴する身体障害者補助犬を受け入れてください。 

サ 三ツ沢公園内（三ツ沢公園球技場（ニッパツ三ッ沢球技場）を除く）に喫煙場所（灰皿等

を含む）を設けないでください。なお、三ッ沢公園球技場で興業が行われる際の喫煙場所に
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ついては、北部公園緑地事務所と協議してください。 

 

（２）事故・災害対策 

ア 夜間や早朝等の執務時間外も含め、事故及び気象災害・震災への対応マニュアル、職員参

集マニュアルや緊急連絡網を作成し、必要備品を準備してください。 

イ 三ツ沢公園内での事故防止・迷惑行為等防止のため、必要に応じて利用者に注意・指導を

行う等、適正な園地管理に努めてください。 

ウ 小児にも対応したの自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置してください。また、傷病者に

備え、救急薬品等の救急セット等を常備してください。 

エ 事故が発生した場合は、事故の状況を把握し、関係機関への速やかな報告と初期対応を行

ってください。 

オ 三ツ沢公園利用者に被害が及ぶと判断される時は、避難誘導等の安全確保を実施してくだ

さい。 

カ 傷病者が発生した時には、傷病者の状態によって、応急措置又は救急要請を行ってくださ

い。 

キ 事故については直ちに北部公園緑地事務所に報告し、指示が必要な場合には指示を仰いで

ください。また、報告書を至急作成し、報告をしてください。 

ク 自動火災報知盤又は炎感知器監視盤発報時及び侵入センサーが設置されている公園につい

ては、異常検知時には、現場に急行し、状況確認を行ってください。また、確認した内容は、

北部公園緑地事務所に速やかに報告してください。 

ケ 災害時の対応は横浜市防災計画及び各区が定めた区の防災計画を遵守し、神奈川区の災害

対策本部の指示に従い行動してください。また、北部公園緑地事務所と「災害時等における

施設利用の協力に関する協定」を締結し、日頃より神奈川区総務課との連携を取れるよう、

体制の構築をしてください。 

コ 地震、風水害、その他の災害等が発生、又は発生することが予想される場合は、職員の連

絡体制・参集状況等を北部公園緑地事務所に報告するとともに、災害に対する処置が速やか

にとれるような体制を構築してください。 

サ 指定管理者災害対応マニュアルに基づき、横浜市内で震度５強以上の地震が発生した時は、

自身及び家族の安全を確保した上で、三ツ沢公園に参集してください。 

シ 気象災害、震災発生後に見回りを実施して被害の状況を把握し、関係機関への速やかな報

告及び二次災害の防止のための初期対応、市民対応、情報収集等を行い、北部公園緑地事務

所に報告してください。危険個所については、速やかに立入禁止等の一時処置や必要な復旧

作業を行ってください。また、被害が大きい場合は、対応方法等を北部公園緑地事務所と協

議してください。 

ス 荒天が予想される場合は、事前に備品等の固定・収納を行ってください。 

セ 高温注意情報が発表された時は、公園利用者に熱中症等への注意喚起を行ってください。 

ソ 雷注意報が発表された時は、公園利用者に落雷やひょう等への注意喚起の他、状況に応じ

て休憩所等へ誘導するなど、利用者の安全確保を行ってください。 

タ 光化学スモッグ注意報が発令された時は、公園利用者にアナウンス等により注意喚起を行

ってください。 

チ 光化学スモッグ警報が発令された時は、公園利用者にアナウンス及び掲示等により警告し、

状況に応じて一時退避場所へ誘導をしてください。 

ツ 指定管理者の責に帰すべき事由により横浜市又は第三者に損害を与えた場合は、指定管理

者がその損害を賠償することとします。 
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テ 指定管理者は損害保険会社により提供されている施設賠償責任保険に加入し、当該保険金

により損害賠償責任に対応するものとします。なお、対人賠償の保険金額は１人１億円以上

とし、横浜市を追加被保険者としてください。 

ト 新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策に関すること 

指定管理者は、国・県及び横浜市の方針に則り、新型コロナウイルス感染症等拡大防止に

係る利用制限や利用制限の緩和等の適切な対応を行うこと。 

同時に、施設利用者が安全・安心に施設を利用することができるよう、国・神奈川県・各

業種別団体等が感染拡大状況に応じて策定しているガイドライン及び横浜市の「新型コロナ

ウイルス感染拡大防止対策を踏まえた公園施設利用再開ガイドライン」等を遵守し、感染症

拡大防止対策を適切に講じること。 

 

（３）防犯・防火対策 

ア 公園の施設・設備、その他一般の立入が規制されている場所の施錠・開錠等の点検・確認

及び鍵の適正な管理を行ってください。 

イ 退園時には火気の始末に留意してください。 

ウ 消防設備が設置されている公園については、配置状況を把握の上、日常点検等を行い、消

防訓練を年に１回実施してください。また、法定点検を実施し、所轄消防署に「消防用設備

等点検結果報告書」を提出するとともに、北部公園緑地事務所に写しを提出してください。 

エ 防火管理者の選任が必要な公園の場合には、指定管理者職員の中から防火管理者を選任し、

消防計画を所管消防署に提出してください。 

オ 公園によって必要性がある場合、防犯・安全確保のため、夜間巡視等を行ってください。 

カ 機械警備が設置されている公園について消防設備同様、配置状況を把握のうえ、日常点検

を行ってください。また、目の届きにくい場所については、機械警備に頼るだけでなく、巡

視方法や巡視回数について創意工夫された提案をし、犯罪発生防止に努めてください。 

 

（４）不法行為等への対応 

ア 法令に基づく禁止行為又は制限行為に該当するとみなされる行為を発見した時は、指導を

行ってください。また、必要に応じて警察への通報等適切な対応を取ってください。 

イ 公園利用者による違法駐車を防止するよう公園外周にも巡視時に気を配ってください。特

にＪリーグホームゲーム等の開催時や、連休及び花見時期等混雑が予想される場合は、駐車

指導業務を重点的に実施し、近隣への迷惑行為とならないよう万全を期してください。 

ウ ホームレスが起居の場所、荷物の保管場所等のために三ツ沢公園の一部を占用している場

合は、北部公園緑地事務所及び神奈川区福祉保健センター・健康福祉局生活支援課援護対策

担当と協力して必要な措置を取ってください。 

エ 公園外周の境界杭や不法占用の有無等の状況を把握し、異常があった場合は北部公園緑地

事務所に報告するとともに、北部公園緑地事務所と協力して必要な措置を取ってください。 

オ 三ツ沢公園の利用者が原因で、苦情等が発生した場合は、当該者へ適切な指導を行うなど

の措置を講じてください。 

カ ノーリードでの犬の散歩やゴルフの練習等、他の利用者の迷惑・危険となる行為をしてい

る場合は、適切な対応を行ってください。 

 

（５）園内発生廃棄物の処理 

ア 三ツ沢公園内で発生したせん定枝や刈草等は、資源化・再利用に努め、焼却ごみの減量化

を図るようにしてください。 
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イ 三ツ沢公園内で発生したごみは分別収集し、「横浜市一般廃棄物処理基本計画（ヨコハマ３

Ｒ夢プラン）」など横浜市のルールに則り適切に処分してください。 

ウ 落葉や折れ枝の民地への落下やイベント等で発生したごみが公園外に捨てられ苦情の原因

になる恐れがあるものは、速やかに処分してください。なお、近隣への対応については、別

途、北部公園緑地事務所と事前に相談をしてください。 

エ 三ツ沢公園内に廃棄物が不法投棄された場合は、速やかに処分してください。 

また、悪質と思われる場合は、北部公園緑地事務所に報告し、警察に通報するなどの措置

を取ってください。 

 

（６）拾得物・残置物の処理 

ア 拾得物については、拾得物台帳等を作成し、記録するとともに、原則として所轄の警察署

に届けてください。 

イ 三ツ沢公園内の放置自転車等で持ち主が不明なものは、警察に報告するとともに、一定期

間撤去要請の告示（貼り紙）をした後、所有者が不明の場合は処分してください。 

また、施設利用者の危険となると判断した場合は安全な場所に移動してください。 

 

（７）公園使用料の徴収及び収納 

ア 三ツ沢公園に係る公園使用料のうち、イベント等を開催する場合等の行為許可及び一時的

な占用許可に係る取次ぎ、使用料の徴収業務を行ってください。 

イ 徴収した使用料は保管・整理し、所定の納付書で速やかに横浜市へ納入してください。ま

た、徴収した使用料は、１か月間ごとに集計し、北部公園緑地事務所へ報告してください。 

 

（８）備品 

  ア 三ツ沢公園の管理運営に最低限必要な備品（以下、Ⅰ種備品という）は横浜市が無償貸与 

し、一部機器についてはリース経費相当分を指定管理料に上乗せします。 

イ Ⅰ種備品と指定管理者が自己の費用により購入又は調達した備品（以下、Ⅱ種備品という）

は、別々に台帳管理し、年に１回以上、北部公園緑地事務所へ状況を報告してください。 

ウ Ⅰ種備品が故障した時は、三ッ沢公園指定管理者公募要項４(4)エに規定する金額以下の場

合、備品の使用年数を考慮し、修理が可能な場合は指定管理者が修理を実施してください。

経年劣化等により指定管理実施の用に供することができなくなった場合、指定管理者は、北

部公園緑地事務所との協議により、必要に応じて、自己の費用により当該備品を修繕してく

ださい。 

エ 前項の場合において、多額の費用を要することなどによりⅠ種備品の修繕が困難なときは、

指定管理者は、北部公園緑地事務所との協議により、必要に応じて当該備品を廃棄すること

ができます。 

オ 前項の規定に基づきⅠ種備品を廃棄する場合、指定管理者は、北部公園緑地事務所との協

議により、同等の機能を有する備品等を、自己の費用により購入又は調達するものとします。

ただし、北部公園緑地事務所が必要ないと認めた場合は、この限りではありません。 

カ 指定管理者は、前項の規定により購入又は調達した備品等について、横浜市に所有権を移

転するとともに、Ⅰ種備品として管理することができます。ただし、北部公園緑地事務所が

必要ないと認めた場合は、この限りではありません。 

キ Ⅰ種備品を破損・汚損・滅失した場合は、北部公園緑地事務所との協議により、必要に応

じてこれを弁償するものとします。 

ク Ⅱ種備品の所有権は指定管理者に帰属します。ただし、北部公園緑地事務所と指定管理者
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との協議により、横浜市に所有権を移転することを防げません。 

ケ 指定管理者は指定期間中、Ⅰ種備品・Ⅱ種備品を常に良好な状態に保ってください。 

コ 指定管理者は指定期間中、Ⅰ種備品を三ツ沢公園の管理運営業務のためにのみ使用するも

のとし、第三者に権利を譲渡し、又は三ツ沢公園での利用以外の目的で貸与してはいけませ

ん。 

 

（９）記録の保管 

管理状況の記録として、1日の業務内容（点検、修繕、清掃、その他維持管理作業、窓口運営

等）や市民対応等を毎日、書面に記録してください。 

指定管理者は、本事業の実施に伴って作成・整備した図面、記録類について、汚損、紛失等

のないよう適切な方法で保存・保管し、次期指定管理者に引き継いでください。 

保存の期間は次のとおりとします。 

協力業者一覧表、メーカーリスト、各取扱説明書、保証書 常用 

備品台帳 常用 

官庁届出控、報告控 ５年 

定期点検、測定記録 ５年 

年間・月間作業計画表、月報 ５年 

日誌（機器運転日誌・作業日誌）・管理日報 ３年 

事故・傷害記録 ５年 

補修記録 ３年 

その他指定管理者あての文書類は、収受日を記録し、内容ごとに保管期間を定めて保管して

ください。 

 

５ 施設の管理運営業務 

（１）有料施設の管理運営について 

有料施設の利用については、公正公平な利用方法の設定やそれに伴う利用調整を行ってくだ

さい。 

 ア 電話及び窓口等で有料施設の受付や利用案内、利用の許可業務を実施してください。 

また、業務日誌により利用状況を毎日記録し、利用実績を定期的に本市に報告してくださ

い。 

 イ 有料施設を利用していない時間は一般利用者の利用を制限しますが、利用されていない時

間で指定管理者が自主事業を実施する場合は、その限りではありません。 

 ウ その他、利用者への施設の貸出、利用相談、利用支援に関することも業務とします。 

エ 使用後のコウガイ掛け・ブラシ掛けなどの軽整備は、利用者自身が行うよう指導してくだ

さい。 

オ 附属設備等の貸出業務（横浜市公園条例第 29条の３及び別表第５(4)参照） 

施設貸出に際し、利用申請時に提出された附属設備貸出依頼書に基づき附属設備の貸出を

行ってください。 

 

（２）利用料金に関すること 

ア 利用料金の設定については横浜市公園条例に設定された各施設の上限額の範囲内で、北部

公園緑地事務所と協議の上、決定するものとします。また、球技場の１試合の時間設定につ

いては、北部公園緑地事務所と利用料金と合わせて協議の上、決定するものとします。 

イ 指定期間中に利用料金を変更する際は、北部公園緑地事務所と事前協議を実施し、承認後、
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市長の承認を得てください。 

ウ 利用料金の変更が市長に承認された場合、利用者等に対し速やかに周知するため、新しい

利用料金適用の最初の利用日までに３か月以上の周知期間を設けてください。 

また、広報よこはま神奈川区版等で料金改定の周知をする場合は、原則指定管理者が広報

所管課である神奈川区区政推進課へ連絡のうえ、必要な手続きを実施してください。 

エ 利用者から徴収した利用料金に関する帳簿を作成し、管理をしてください。 

オ 利用料金徴収時には、利用者に領収書を交付してください（領収書の様式は自由です。）。 

カ 利用料金の徴収方法及び収入見込み額について、提案書に記載してください。 

キ 利用料金の減免について、横浜市公園条例第 29 条の３第４項の規定に基づき、公益的活 

動等による利用の場合、利用料金の全部又は一部を免除することがあります。詳細は、横浜 

市公園条例及び横浜市公園条例施行規則を参照してください。なお、照明料については、こ

の限りではありません。 

 

（３）事故防止・利用者対応等 

事故及び迷惑行為防止のため、有料施設の利用状況を把握し、必要に応じて利用者に指導を

行ってください。利用者が次のいずれかに該当する場合は、入場を拒否する又は退場させるこ

とができます。 

ア 泥酔者 

イ 感染症の疾患であると認められる者 

ウ 他人に危害を及ぼす又は他人の迷惑となる行為をする者 

エ 他人に危害を及ぼす又は他人の迷惑となる物品や動物を携行する者 

オ 他人に不快感を与える恐れのある者 

カ 施設を使用することがその者にとって危険であると認められる場合 

 

（４）野球場、庭球場 

ア 横浜市市民利用施設予約システム（以下「予約システム」という。） 

横浜市が運営する有料施設を市民（在勤・在学含む）がインターネット、電話で利用予約

ができるシステムです。公園内の有料施設（野球場、庭球場、体育館、運動広場等）では、

市民が利用する場合及び市民大会・区民大会等での予約管理、利用者管理等をこのシステム

で指定管理者が行います。また、予約システムの利用者登録、更新登録、利用者情報変更登

録等の手続き希望者に対して登録申請方法の案内や登録条件確認も行います。 

指定管理者の業務については、横浜市が指定候補者に別途お知らせをする予約システム端

末操作研修等を受講していただき、予約システムの運用に関わる細則については横浜市と調

整します。 

工事等によって公園の有料施設の使用を中止する場合は、お知らせ掲載文を作成し、北部

公園緑地事務所を通じて予約システム運用委託業者へ掲載依頼をしてください。 

また、毎年10月～12月の期間に予約システム運用委託業者が次年度の休館設定の入力を行

うため、休館設定に間違いがないか各指定管理者に確認していただきます。 

なお、指定期間中に予約システム関連業務内容に変更があった場合は、変更された内容を

遵守することとします。 

  イ 優先利用について 

 スポーツ振興の観点から横浜市がその事業について公益性を認める事業について、当該年

度開始前に日程を確定させて、前年度に事業進行計画を作成し、利用対象を限定して優先利

用を認めています。 
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    対象事業は、横浜市、各区役所、横浜市教育委員会、公益財団法人横浜市スポーツ協会（加

盟団体を含む）、各区体育協会、及びこれらに類する団体が主催する事業で、原則として不特

定多数の市民・区民が参加できる事業とします。 

    また、「土日祝日の市民利用を確保」するため、利用施設及び土日祝日の優先利用日（枠）

を原則次のとおり定めています。 

（ア）野球場（※現在休止中。「12 特記事項」参照）・運動広場（日曜日・祝日の合計数のう

ち、月２分の１回以下、土曜日は月１回） 

（イ）庭球場（日曜日・祝日は月２回、土曜日は月１回） 

     この優先利用について、指定管理者には毎年７月～翌年２月まで日程の調整及び日程確

定に係る業務が発生しますので横浜市と連携して業務にあたってください。詳細は指定管

理者に開示します。 

ウ 優先利用の厳守事項について   

優先利用についてはその利用に際して厳守事項も定められており、利用団体が厳守事項に

違反した場合は他の利用者の公平性の観点から厳しい措置を取ってください。 

なお、違反があった場合は、注意や声かけを実施した上で違反内容を記録し、四半期ごと

に公園緑地管理課へ報告してください。 

（過去の厳守事項違反事例：利用日当日キャンセル、大会スケジュール未提出、利用時間遵

守違反、無断車両乗り入れ、ごみ散乱、清掃や片付け不十分、レストハウスの占領、電気の

無断利用、減免申請書の未提出等） 

 

（５）三ツ沢公園球技場（ニッパツ三ツ沢球技場）、陸上競技場、補助陸上競技場 

ア 施設貸出 

（ア）貸切利用業務 

利用日程、催事内容を確認の上、必要な許可申請書類を受け付け、許可書の発行を行っ

てください。 

（イ）陸上競技場、補助陸上競技場の個人利用業務 

貸切利用がなく、管理に支障がない日については、原則としてトラックの個人利用を実

施してください。また、トラック以外について、北部公園緑地事務所と協議の上、自主事

業を実施することができます。 

  イ 附属設備貸出 

施設貸出に際し、利用申請時に提出された附属設備貸出依頼書に基づき附属設備の貸出を

行います。 

ウ 事業運営及び優先利用等 

（ア）プロスポーツチームがサッカー場として利用している三ツ沢公園球技場、陸上競技場の

維持管理の特殊性や、利用者増及び収益増を図るため、専任の担当を置く等の体制を整備

してください。 

（イ）市民利用やアマチュア利用に配慮しつつ、特に利用予定の入っていない日の稼働率向上

や利用者増、収益増に資する自主事業等の提案をしてください。 

（ウ）Ｊリーグ横浜Ｆ・マリノスや横浜ＦＣのホームゲームを中心に実績のある各種大会・イ

ベントとの利用調整を図り、円滑な事業運営を実施してください。 

  （エ）横浜市公園条例第31条に定める指定団体、その他の団体について、優先利用を認めるこ   

とができます。優先利用団体については、あらかじめ基準を作成し、北部公園緑地事務所

と協議し、承認を得てください。 

また、毎年１月末までに横浜市の関係部署や関係団体を集めて「利用調整会議」を開催



13 

 

し、翌年度の優先利用団体に関する基準及び年間利用計画を諮ってください。 

  （オ）上記の基準等を作成の際には、「７ 維持管理業務」に定める芝生の養生及び「６ 施設  

命名権導入に伴うスポンサーメリット対応業務」に定める施設命名権者による施設使用を

考慮してください。 

  （カ）補助陸上競技場については、陸上競技場の補助施設として、一体利用、関連利用すると 

ともに、特性を生かした利用を図ってください。 

年間利用計画の策定及び優先利用に関する事項については、Ｊリーグホームゲーム等利

用形態を踏まえ、陸上競技場に準じた扱いとしてください。 

  （キ）年間利用計画の策定に際し、新横浜公園の指定管理者との調整を行い、相互の連携・補  

完を図ってください。特に大規模イベント開催時は緊密な連携を図り、イベントを円滑に

進めるための最大限の協力体制を構築してください。 

エ 三ツ沢公園球技場、陸上競技場の芝生の管理 

「７ 維持管理業務」を参照し、芝生を常緑に保つため適切な維持管理を行ってください。 

オ 周辺対策の実施 

大会、イベントを実施する場合は、「平沼記念体育館」、「県立スポーツ会館」、「青少年野外

活動センター」、「横浜市立市民病院」の管理者とその規模に応じて観客導線や事前周知など

を調整するとともに、駐車場入庫待ちを含めた周辺混雑対策、輸送交通対策、騒音対策等、

必要な対策を講じてください。 

 

（６）馬術練習場 

別紙「三ツ沢公園馬術練習場管理業務仕様書」を参照 

 

（７）管理運営委員会が管理運営する施設が指定管理区域にある公園について 

管理運営委員会が運動施設等の利用調整、除草、清掃等の日常的管理を行っている場合、横

浜市が管理運営委員会へ運営費を交付して維持管理を実施していることがあります。管理運営

委員会と指定管理者は維持管理についての協議を実施し、書面に記録をする等業務分担を明確

にしてください。 

 

（８）その他 

施設の安全性を確保するために緊急に閉場する必要性が生じた場合は、横浜市公園条例及

び横浜市公園条例施行規則に定める休場日以外でも休場とすることができます。その場合、

速やかに北部公園緑地事務所へ連絡し、三ツ沢公園利用者へ広報を行ってください。 

 

６ 施設命名権導入に伴うスポンサーメリット対応業務 

三ツ沢公園球技場に導入している施設命名権に伴い発生するスポンサーメリット対応業務につ

いて、横浜市とネーミングライツパートナーと協議のうえ実施することとします。 

（１）施設命名権その他の権利運用に伴う連絡調整 

ア 横浜市とネーミングライツパートナーとの間で締結した施設命名権に関する契約書その他

関係文書に定める事項を遵守し、横浜市、ネーミングライツパートナーとの連絡調整を綿密

に行い、付与された権利の運用を適切に行うとともに、スポンサーメリットが最大限発揮さ

れるよう努めてください。付与された権利の運用にあたり発生する費用については、原則、

指定管理者が負担するものとします。 

【対象となる施設サイン等】 

・球技場内の施設愛称表示 
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・三ツ沢公園内における施設愛称表示 

・道路案内表示板における施設愛称表示 

・公共交通機関における施設愛称表示（交通機関車内放送・車内表示、駅・バス停看板等） 

※ なお、記載のない事項については別途協議事項とします。 

イ ネーミングライツパートナーの球技場利用については、球技場年間利用計画策定後に使用

希望時期等を確認し、対応をしてください。また、利用の範囲や回数については年度で変動

がある場合があります。 

ウ 毎年ネーミングライツ導入の効果測定調査を実施してください。 

  （ア）調査について  

「ニッパツ三ツ沢球技場」のネーミングライツの宣伝効果調査の一環として、新聞にお

ける定常的なモニタリングをおこない、メディアの記事クリッピング及びメディアの価値

算出をおこなうものとします。  

（イ）調査の概要  

新聞において「ニッパツ三ツ沢球技場」「ニッパツ球技場」「ニッパツ」「ニッパ球」「三

ツ沢公園球技場のネーミングライツ（施設命名権）」の４語（キーワード）が用いられた

記事を各紙広告掲載料に換算し、集計します。  

（ウ）調査対象 

ａ 調査対象新聞  

(a) 全国紙 東京本社版･･･朝日、毎日、読売、日経、産経 各紙  

(b)  全国紙 地方版（横浜地域）･･･朝日、毎日、読売、日経、産経 各紙  

(c)  地方紙 （横浜地域）･･･神奈川新聞、東京新聞  

(d)  スポーツ紙･･･東京中日スポーツ、スポーツニッポン、日刊スポーツ、 

スポーツ報知、サンケイスポーツ、デイリースポーツ  

ｂ 対象とする記事  

上記キーワードが含まれる記事  

(a)  スポーツ記事全般  

(b)  トピックス記事等で同球技場のネーミングライツについて触れている記事  

（エ）調査期間及び調査方法  

別途公園緑地管理課と協議して決定します。 

（オ）成果品の提出方法  

別途公園緑地管理課と協議して決定します。 

（カ）補足事項 

守秘義務 

この業務の履行にあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例（平成17年２月25日

条例第６号）のほか、秘密の保持に関する全ての法令等を遵守するとともに、善良な管理

者としての注意を払う義務を有し、業務上知りえたことについては、委託期間中及び委託

期間終了後において、いかなる理由によっても他人に漏らしてはならない。 

 

（２）クリーンスタジアム対応 

ア 国際大会等において、商業権が主催者に属する場合、主催者の指示に従い企業名や広告の

マスキングを行ってください。 

イ この取り扱いは施設名称及び自動販売機など管理許可又は設置許可に基づき設置している

物件についても該当します。また当該対応すべき期間中は、横浜市、施設命名権者ならびに

主催者との協議のうえ決定する施設名称を使用します。 
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ウ マスキングにかかる費用負担については、指定管理者と主催者との間で協議してください。 

エ 自動販売機等をマスキングする場合、その間の許可使用料については返還しません。 

 

７ 維持管理業務 

三ツ沢公園の利用者が安心・安全、快適に利用でき、年間を通して質の高い公共空間を維持・

創出するため、指定管理区域内のきめ細やかな維持管理を行ってください。 

業務の水準は別紙「維持管理基本水準書」に則り、指定管理者の創意工夫による管理手法を提

案してください。 

（維持管理基本水準書等に記載された項目や回数等は長期的な管理に基づいた標準的な管理

レベルです。この維持管理の水準を十分に理解した上で、年度ごとに必要な業務項目を見極め、

事業計画書内に維持管理に関する項目も記載し、北部公園緑地事務所の承認を得てください。） 

（１）園地等の維持管理に関すること 

利用者や周辺住民からの要望・苦情等を把握し、適切な維持管理を行ってください。 

また、指定管理者は日常的にセルフモニタリングを実施し、ＰＤＣＡサイクルを意識しなが

ら、振り返りをして、月報等で北部公園緑地事務所に報告してください。 

ア 園地管理 

（ア）落葉樹のある公園については、公園の特性や周辺環境を考慮した清掃方法や活用方法を

提案してください。 

（イ）緑を活かした魅力向上を図るため、日常の清掃、緑の手入れや除草、施設の維持管理や

巡視点検を余念なく実施してください。 

（ウ）庭園や花壇等の魅せる部分については、指定管理者の創意工夫で四季を楽しめる公園の

実現を図ってください。 

（エ）植物の名前も分かるよう、三ツ沢公園の特性や周辺環境を考慮した案内板を設置してく

ださい。 

（オ）機械草刈の実施時、小石の跳ね飛ばしや刈草の吹き出し方向に注意し、事故及び被害発

生の防止に必ず取り組んでください。 

イ 樹木管理 

（ア）修景上剪定が必要な樹木とそれ以外の樹木をどのように管理していくかを毎年必ず、北

部公園緑地事務所と協議し、事業計画書に管理方法を記載してください。また、事業報告

書でも管理の結果を記載してください。 

（イ）生垣がある場合は花芽分化の時期等に注意を払い、刈込、剪定を行ってください。 

（ウ）病害虫の発生状況の点検及び初期防除に留意してください。基本的に農薬は使用できま

せんが、やむを得ず農薬を散布する場合は必ず事前に横浜市と協議を行ってください。 

（エ）園内の枯損植物、枯れ枝、支障枝は適宜除去してください。 

（オ）植物の特性に応じて、適切な育成管理計画を立ててください。 

ウ 公園施設の点検・清掃 

（ア）各種施設の点検は、最新の「横浜市公園施設点検マニュアル」に従い行ってください。 

（イ）各種サイン、案内板、手すり、ベンチ、テーブル等は、随時清掃し、常に良好な状態に

保ってください。 

 

（２）有料施設の維持管理（別紙「維持管理基本水準書」を参照してください。） 

ア 三ツ沢公園球技場（ニッパツ三ツ沢球技場）及び陸上競技場の芝生の概要 

三ツ沢公園球技場は、昭和３０年第１０回国体のラグビー会場として建設され、昭和３９

年東京オリンピックのサッカー会場として整備された歴史ある球技場です。 
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現在では、サッカーＪリーグやなでしこリーグ、全国高校サッカー選手権大会、ラグビー

トップリーグなど様々な大会で年間１００日ほど使用されております。 

また、陸上競技場においてもサッカーJリーグや大学サッカーおよび市民大会等で使用さ

れることも多く、両施設とも競技施設の価値を損なうことのないよう、芝生の管理に万全を

期し、芝生の良好な状態を維持しています。 

（ア）概要 

球技場及び陸上競技場の芝生は、暖地型の「ティフトン４１９」をベースに、寒地型の

「ペレニアルライグラス」をオーバーシードして、常緑の芝生フィールドを実現していま

す。 

（イ）特徴  

球技場については、芝生フィールドに降った雨水を地下に埋設された貯留水槽に貯め

て、散水用として再利用しています。  

（ウ）芝生フィールドの考え方  

ａ Ｊリーグ公式戦等に対応するため、年間を通じて常緑を保ち、裸地のない状態を維持

してください。  

ｂ 全面に均一で密生した芝生を定着させ、プレーに支障を与えないようにしてくださ

い。  

ｃ サッカー等のボールがイレギュラーすることのない平坦で滑らかな表面を維持してく

ださい。  

ｄ 多種に渡る利用が交互に入る状況下においても、利用者の満足いくコンディションを

提供してください。  

ｅ 年間を通じて突然の試合等の開催にも対応できる芝生コンディションを維持してくだ

さい。  

ｆ 国際大会等の練習会場として、突発的な使用にも対応できるコンディションを維持し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 三ツ沢公園球技場（ニッパツ三ツ沢球技場） 

当球技場は、横浜Ｆ・マリノス（Ｊ１）、横浜ＦＣ（Ｊ１）、Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ（Ｊ３）の各

チームのホームスタジアムとなっており、サッカー天皇杯や高校サッカー、ラグビートップ

リーグ、大学ラグビー等の各種大会が開催されています。指定管理者は、競技施設の価値を

損なうことのないよう、芝生の管理に万全を期し、引き続き芝生の良好な状態を維持してく

【参考】世界水準のスポーツターフとしての目安 

１ 英国スポーツターフ研究所(STRI)のターフクオリティーにおける指針値 

出典：サッカー場の芝生造成と管理（ソフトサイエンス社） 

・表面硬度２０～８０（CIV）*日本国内においては７０～１１０程度 

・トラクション(スパイク刃による擦り切れ抵抗性) ３０(Nm)＜ 

・ボールリバウンド２０～５０(％) 

・ボールの転がり３～１２(m) 

２ 現場透水性 

STRIとは別に、降雨の多い日本においては、試合中に芝生表面に水が溜まらないよう

にする事が重要であり、その評価基準として時間当り透水量が300mm/h以上を維持するこ

とが必要である。 
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ださい。 

（ア）基本事項 

ａ 芝生（ピッチ）については「サッカー競技規則（最新版）」に基づく管理を行ってくだ

さい。 

ｂ ルール改定に伴う競技備品の更新は随時行ってください。（※詳細は４（８）カ～サ参

照） 

（イ）芝生の管理 

ａ Ｊリーグ公式戦その他大会等に対応するため、年間を通じて常緑を保ち、裸地のない

状態を維持してください。 

ｂ 全面に均一で密生した芝生を定着させ、プレーに支障を与えないようにしてください。 

ｃ サッカー等のボールがイレギュラーすることのない平坦でなめらかな表面を維持し

てください。 

ｄ 多種目にわたる利用が交互に入る状況下においても、利用者の満足いくコンディショ

ンを提供してください。 

ｅ 選手のプレーのしやすさと脚部への負荷、サッカーボールの転がりに配慮した適切な

硬度及び芝生の長さとし、これを維持してください。 

ｆ 年間を通じて突然の国内外試合等の開催にも対応できる芝生コンディションを維持し

てください。 

※「ア 三ツ沢公園球技場（ニッパツ三ツ沢球技場）及び陸上競技場の芝生の概要」も参照の

こと。 

（ウ）芝生の切り替え 

ａ 常緑を保つため、夏期と冬期で芝生の切り替えを行ってください。その際に、一定の

養生期間を設けますが、円滑な切り替えができるように努めてください。 

ｂ 夏芝は暑さに強く、葉幅が細かく見た目の美しい種として、現在使用している「ティ

フトン419」を引き続き使用してください。変更する場合は、北部公園緑地事務所と協議

を実施してください。 

    ｃ 冬芝は夏芝と同様の葉幅を持つ種を選定し播種することとし、夏芝に極力近い状態を    

維持してください。また、夏芝が枯死しないよう、きめ細かい管理を行ってください。 

  （エ）その他 

ａ 前座等イベント開催時には、芝生の生育への影響を最小限度に抑えるため、十分な保

護対策を行ってください。 

ｂ 芝生の損傷が生じた場合に速やかな補修を行うとともに、あらかじめ損傷を最小限に

抑えるための工夫を施してください。 

ｃ サッカーを始めとした競技大会に必要なライン引き、ゴールなど備品類の設置対応を

行ってください。 

ｄ Ｊリーグ公式戦等が良好に開催できるよう、連絡調整を行い意見の聴取、要望事項の

反映に努めてください。 

ｅ スタンド・客席・コンコース等を適宜清掃して、清潔に保ってください。 

  ｆ Ｊリーグの試合等で施設を利用した場合は、原則として興行主が、本施設内外で発生  

したごみなどの処理及び使用した諸室、スタンドの清掃を行いますが、指定管理者は、

前日確認及び翌日確認清掃を実施してください。 

  ウ 陸上競技場 

第２種公認陸上競技場として、日本陸上競技連盟から公認を受ける諸条件を満たし、競技

トラック及びフィールドを良好な状態に維持してください。 
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 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ（Ｊ３）のホームスタジアムのひとつであり、なでしこリーグの２チーム  

もホームとして使用する競技施設であるため、指定管理者は、競技施設の価値を損なうこと

のないよう、芝生の管理に万全を期し、引き続き芝生の良好な状態を維持してください。 

（ア）基本事項 

ａ トラック及びフィールド、用器具等については、「陸上競技ルールブック（最新版）」

に基づき管理を行ってください。 

ｂ 第２種公認陸上競技ルール改定に伴う競技備品の更新は北部公園緑地事務所と協議の

うえ、随時行ってください。 

ｃ 陸上競技場の芝生を利用し、サッカー及びラグビーの優先利用が行われています。芝

生は、これらの競技が行える水準に保つことを前提としてください。 

なお、横浜市内及び周辺地域でサッカー等の国際試合が開催される場合、大会期間中

の練習会場として利用される場合があります。 

ｄ 客席、スタンド等は適宜清掃して、清潔に保ってください。 

  （イ）芝生の管理 

ａ Ｊリーグ公式戦その他大会等に対応するため、年間を通じて常緑を保ち、三ツ沢公園

球技場と同様、裸地のない状態を維持してください。 

ｂ 全面に均一で密生した芝生を定着させ、プレーに支障を与えないようにしてください。 

ｃ サッカー等のボールがイレギュラーすることのない平坦でなめらかな表面を維持して

ください。 

ｄ 多種目にわたる利用が交互に入る状況下においても、利用者の満足いくコンディショ

ンを提供してください。 

ｅ 選手のプレーのしやすさと脚部への負荷、サッカーボールの転がりに配慮した適切な

硬度及び芝生の長さとし、これを維持してください。 

（ウ）芝生の切り替え 

ａ 常緑を保つため、夏期と冬期で芝生の切り替えを行ってください。その際に、一定の

養生期間を設けますが、円滑な切り替えができるように努めてください。 

ｂ 夏芝は暑さに強く、葉幅が細かく見た目の美しい種として、現在使用している「ティ

フトン419」を引き続き使用してください。 

ｃ 冬芝は夏芝と同様の葉幅を持つ種を選定し播種することとし、夏芝に極力近い状態を

維持してください。また、夏芝が枯死しないよう、きめ細かい管理を行ってください。 

（エ）芝生に関するその他事項 

ａ 前座等イベント開催時には、芝生の生育への影響を最小限度に抑えるため、十分な保

護対策を行ってください。 

ｂ 芝生の損傷が生じた場合に速やかな補修を行うとともに、あらかじめ損傷を最小限に

抑えるための工夫を施してください。 

ｃ サッカーを始めとした競技大会に必要なライン引き、ゴールなど備品類の設置対応を

行ってください。 

ｄ Ｊリーグ及び陸上競技会が良好に開催できるよう、連絡調整を行い意見の聴取、要望

事項の反映に努めてください。 

（オ）施設貸切利用業務 

年間利用日程、催事内容、維持管理スケジュールを確認の上、一般団体向けに開放でき

る日程については、調整方法を北部公園緑地事務所と協議し、行ってください。利用の際

には必要な許可申請書類を受け付け、許可書の発行を行ってください。 

  （カ）競技場の個人利用業務 
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競技場で貸切利用がなく、管理に支障がない日については、原則としてトラックの個人

利用を受け付けてください。また、トラック以外について、北部公園緑地事務所と協議の

上、自主事業を実施することができます。 

エ 補助陸上競技場 

当競技場は、陸上競技場の補助競技場です。 

指定管理者は、大会練習やプロサッカーチームの練習等にそなえ、競技トラック及びフィ

ールドを良好な状態に維持し陸上競技への対応も行ってください。 

（ア）基本事項 

    ａ サッカーなどの市民大会などを併せて良好な状態で実施できるよう、適切な維持管理   

を行ってください。 

ｂ トラック及びフィールド、用器具等については、「陸上競技ルールブック（最新版）」

に基づき管理を行ってください。また、フィールド（ピッチ）については「サッカー競

技規則（最新版）」に基づく管理も行ってください。 

ｃ ルール改定に伴う競技備品の更新は随時行ってください。（※詳細は４（８）カ～サ参

照） 

    ｄ 陸上競技場の補助陸上競技場という位置付けから、競技会のウォーミングアップや練    

習会が行われるため、指定管理者は、陸上競技場が日本陸上競技連盟から公認を受ける

諸条件を満たし、競技トラック及びフィールドを良好な状態に維持してください。 

ｅ 少年サッカーの試合や自治会等の運動会での貸切利用の際には、ラインの敷設やゴー

ルの設置、テント等の必要備品の貸出対応を行ってください。 

（イ）その他 

ａ トラック及びフィールドに損傷が生じた場合に速やかな補修を行うとともに、あらか

じめ損傷を最小限に抑えるための工夫を施してください。 

ｂ 指定管理者は、サッカーを始めとした競技大会に必要なライン引き、ゴールなど備品

類の設置対応を行ってください。 

（ウ）施設貸切利用業務 

年間利用日程、催事内容、維持管理スケジュールを確認の上、一般団体向けに開放でき

る日程については、２カ月前に申請に基づき利用抽選を行ってください。利用の際には必

要な許可申請書類を受け付け、許可書の発行を行ってください。 

（エ）競技場の個人利用業務 

競技場で貸切利用がなく、管理に支障がない日については、原則としてトラックの個人

利用を受け付けてください。 

（オ）附属設備等の貸出業務（横浜市公園条例第 29条の３及び別表第５(4)参照） 

施設貸出に際し、利用申請時に提出された附属設備貸出依頼書に基づき附属設備の貸出

を行ってください。 

（カ）冬季養生期間 

毎年 12月 11日から翌３月 19日までの期間に陸上トラックの整備を行ってください。 

  オ 【参考】野球場（※現在、閉鎖中。令和６年度以降、オープン予定） 

（ア）日常的な開場前業務として、本体及び附帯施設の点検・清掃、整地、ライン引き等を行

ってください。 

（イ）日常的な閉場後業務として、ベース片付け、不陸整正等を行ってください。 

（ウ）定期的な業務として、塩化カルシウム及び化粧砂散布、外野散水（夏季芝生生育期）、芝

切り、芝刈り、排水施設泥上げ、整地や転圧等を行ってください。 

（エ）随時行う業務として、除草、芝生殺菌消毒、内野散水、道具の手入れ等を行ってくださ
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い。 

カ 庭球場 

（ア）日常的な開場前業務として、本体及び附帯施設の点検・清掃、整地等を行ってください。 

（イ）日常的な閉場後業務として、ネット下げ等を行ってください。 

（ウ）定期的な業務として、排水施設泥上げを行ってください。 

（エ）雨天後の業務として、コートサイドの排水等を行ってください。 

キ 馬術練習場 

    別紙仕様書や維持管理水準書に基づき、適切に維持管理を実施してください。 

 

（３）公園施設全般 

ア 施設を常に最良の状態に維持してください。また、維持管理は原則として「建築保全業務

共通仕様書 国土交通省」（最新版）によるものとし、コスト感覚や利用者の安全性等も十分

に留意をしてください。 

イ 利用者に危険を及ぼす不具合が施設に生じた場合、迅速に対処してください。 

また、重大な故障や事故がおきた場合は、速やかに北部公園緑地事務所に報告し、対応方

法を至急検討するようにしてください。 

ウ 施設内はごみやほこり、汚れ等が無く、消耗品も欠落しないよう、誰でも入りやすく明る

い雰囲気にするとともに、常に施設を清浄かつ正常に維持してください。 

エ トイレがある公園については日常的に施設の点検及び常に良好な状態を保てるよう床面と

便器等の衛生機器の洗浄清掃を行ってください。 

オ 施設の状況により、清掃等だけではなく、創造的な空間の活用にも力を入れてください。 

カ 資材、機材の整理整頓を行い、毎年１回は北部公園緑地事務所とともに作動状況や在庫等

の確認を行ってください。 

キ 機材の使用後は洗浄清掃を行うとともに定期的に注油、オイル交換等のメンテナンス整備

を行い、長寿命化に留意して使用してください。 

ク プロパンガス、燃料等を使用する公園では使用状況を常に把握し、適宜補充してください。 

ケ 利用者等が立入禁止場所に不用意に立ち入らないように、施設管理には十分に留意してく

ださい。 

コ 建築物は、別途「施設管理者点検マニュアル（建築局）」に基づき点検を行い、その結果を

北部公園緑地事務所に報告してください。報告時期については、別途市より通知します。 

サ 特殊建築物等定期点検 

三ツ沢公園内にある建築物（100㎡以上特殊建築物名列記）については建築基準法第 12条

２項に基づく公共建築物等の定期点検を３年に１度実施することとします。 

なお、点検は『特殊建築物等定期点検業務基準（公共建築物用） 財団法人日本建築防災協

会』に基づき実施するものとし、点検結果を横浜市に提出すること。 

  シ 日常的な点検や小破修繕の記録を作成し、月報に記載をしてください。 

 

（４）設備の管理 

ア 設備を常に最良の状態に維持してください。また、維持管理は原則として「建築保全業務

共通仕様書 国土交通省」（最新版）によるものとし、コスト感覚や利用者の安全性等も十分

に留意をしてください。 

イ 設備に故障が生じた場合、迅速に対処してください。また、重大な故障や事故が起きた場

合は、速やかに北部公園緑地事務所に報告し、対応方法を至急検討するようにしてください。 

ウ 高圧受電設備については、業務の実施にあたり、電気主任技術者（第三種以上）を選任し、
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北部公園緑地事務所まで届け出てください。選任できない場合には、電気保安業務を第三者

に委託しても構いません。その場合は委託業務についての事前協議を北部公園緑地事務所と

必ず実施し、承認を受けてください。 

エ 電気・機械設備等の点検については、維持管理基本水準書の管理項目について行い、北部

公園緑地事務所に報告書を提出してください。 

オ エレベーターについては、整備を行ったエレベータメーカーとフルメンテナンス契約を行

ってください。 

カ 大会や視察・見学等、本公園施設の利用時には興業主等施設利用者と協議の上、必要な設

備機器の電源投入等を行ってください。また、利用後については、安全を確認した上で、機

器の停止を確実に行ってください。 

 

（５）修繕 

ア 施設や設備が破損した場合、速やかに北部公園緑地事務所に連絡するとともに、公募要項

で示した金額までの修繕については指定管理者が行ってください。 

イ 修繕の実績は事業報告書に記載してください。 

 

８ 自主事業 

指定管理者は、創意工夫に基づく、三ツ沢公園の特徴を活かした魅力向上や利用者サービスの

向上を目的とした自主事業を実施できます。実施をする場合は提案をして、北部公園緑地事務所

の承認を受けてください。そして、自主事業終了後は北部公園緑地事務所に報告を行ってくださ

い。 

（１）自主事業の企画にあたっては、公園本来の設置目的、機能を損なわないよう注意してくださ

い。 

（２）特定の団体だけに恩恵のある事業は承認できません。三ツ沢公園全体への波及効果や公共性

を考えて提案をしてください。 

（３）自主事業の提案については、北部公園緑地事務所と協議し承認を得た上で、年度事業計画書

に概要を記載してください。なお、提案書において提案された自主事業であっても、内容によ

っては実施を認めない又は内容の一部変更等を求める場合があります。 

（４）有料施設受付における利便性向上を目的とした物品の販売等（例：庭球場受付でのテニスボ

ール販売）については、設置許可を受ける必要のない自主事業と整理しますので、北部公園緑

地事務所の承認を受けてください。 

（５）北部公園緑地事務所と協議し、承認を得た上で年度実施計画書に記載した自主事業について

は、改めて承認を得る必要がないものとします。 

（６）自主事業で得た収益は、できるかぎり三ツ沢公園に還元を図る観点から、自主事業提案時に

どのように還元をしていくかを具体的に記載してください。 

（７） 自主事業の種類 

ア 教室事業 

三ッ沢陸上競技場、その他の施設を活用し、スポーツの振興、市民の健康増進などを目的

とした各種教室を開催するもの。 

  イ 地域協働・地域貢献 

公園周辺地域の活性化及び地域貢献のため、自治会・地域団体等との協働行事の開催など。 

ウ その他 

その他当施設の事業目的を促進するもの、当施設の活性化に寄与するもの。 

（８）自主事業での野球場・庭球場の使用条件 
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施設種別 曜 日 自主事業での使用条件 

野球場 
平日 

実施日数は週３日以内、９時から17時までの４利用時

間帯の２分の１以下 

土日祝日 年間14日以内（優先利用枠の枠内） 

庭球場 
平日 

実施日数は週３日以内、９時から17時までの４時間帯

の２分の１以下のうち、使用コートは全体数の２分の

１以下 

土日祝日 年間14日以内（優先利用枠の枠内） 

  ※ただし、各公園における、区民大会等の横浜市が認める優先利用状況と公園固有の利用状況

に応じ、自主事業開催可能日数は変動します。 

 

９ 実績評価 

（１）指定管理者による自己評価 

   指定管理者は、自らの管理運営が、共通仕様書・個別仕様書・維持管理水準書・提案書等で

示した目標・水準・計画を達成しているかを確認するため、年１回以上、自己評価を実施して

ください。 

   実施方法は、本市が定める様式を用いて行い、毎年度事業終了後１か月以内に北部公園緑地

事務所に提出するものとします。 

（２）北部公園緑地事務所による評価 

北部公園緑地事務所は、日常の管理運営の状況を把握し、持続的改善を促すことを目的とし

て、定期的に、関係書類の確認、実地調査の実施、適切な指示・指導の実施、指示・指導に対

する改善状況の確認を行い、毎年度評価を実施します。 

  主な点検内容は事業計画書及び事業報告書に基づき実施します。 

また、第三者評価の翌年度には、第三者評価における指摘事項の改善状況等を確認のうえ、

行政評価を実施します。 

（３）第三者評価 

客観的な視点からの評価を受けることで、指定管理者が自ら必要な業務改善を行い、サービ

スの質の向上等を図ることを目的として、横浜市公園及び公園施設指定管理者選定評価委員会

による第三者評価の受審を指定管理者の義務とし、結果を公表します。 

受審時期は、指定期間の２年目又は３年目の本市が指定する時期に実施します。 

（４）次期選定への反映 

 三ツ沢公園へ現指定管理者が応募する場合、（２）、（３）の評価に基づいて、実績評価として、

－５点～＋１０点の範囲で加減点を実施し、次期選定へのインセンティブとして反映します。 

 

10 その他の業務 

（１）各種報告書等の作成・提出 

ア 年度事業計画書の提出 

北部公園緑地事務所と協議のうえ、その年度の管理方針・管理運営業務や自主事業等を記

載した年度事業計画書を作成し、各年度の前年度の１月31日までにＰＤＦ形式で北部公園緑

地事務所に提出してください。年度事業計画書は北部公園緑地事務所の承認後、横浜市ウェ

ブサイトで公表します。 

イ 年度事業報告書、四半期報告書及び月報の提出 

（ア）管理運営状況について報告書を作成し、北部公園緑地事務所に提出してください。 

なお、年度事業報告書については、年度事業計画書と同様に横浜市ウェブサイトで公表
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するため、ＰＤＦ形式での提出とします。 

（イ）北部公園緑地事務所に提出する報告書は次のとおりとします。 

報告書名 提出内容 提出期限 

月報 「（その他）指定管理者に

求める報告内容」を参照 

翌月30日まで 

四半期報告書 四半期終了後翌月30日まで 

年度事業報告書 業務終了翌年度の５月31日まで 

※なお、必要に応じ報告書の内容調査、補正や再提出を求めることがあります。 

ウ 報告書類等の情報開示 

（ア）提案書は、行政文書となるため原則、全面開示とします。ただし、横浜市の保有する情

報の公開に関する条例第７条第２項各号に該当する部分は非開示となる場合もあります。 

（イ）その他の報告書類については、毎年度開始前に北部公園緑地事務所と協議の上、調整を

してください。 

 

（２）横浜市の施策への協力 

横浜市環境創造局の実施事業や横浜市の方針・施策に、積極的に協力してください。 

ア 横浜市環境創造局の実施事業への協力 

横浜みどりアップ計画、横浜市水と緑の基本計画、ガーデンシティ横浜の推進など、環境

創造局が実施している取組を理解し、積極的に協力してください。 

イ 温室効果ガスの削減への協力 

（ア）横浜市地球温暖化対策実行計画 

計画に基づき、事業活動によるエネルギー消費の削減、環境負荷の少ないエネルギーの

供給の増加、削減取組と地域経済の発展が両立するよう環境に配慮してください。 

あわせて、ごみ処理以外の方法による温室効果ガスの削減に努めてください。 

（イ）横浜市一般廃棄物処理基本計画「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」 

廃棄物のリデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の３つの

Ｒを進める取組に協力し、ごみ処理に伴い排出される温室効果ガスの削減に努めてくださ

い。 

ウ 横浜市内経済活性化への協力 

横浜市中小企業振興基本条例の趣旨を踏まえ、修繕等の発注、物品及び役務の調達等にあ

たって、横浜市内中小企業への優先発注に努めることとします。 

なお、横浜市は本施策の取組状況を確認するため、指定管理者に対して、指定期間中の発

注状況についての調査を実施する場合がありますので、その際はご協力をお願いいたします。 

エ その他横浜市への協力 

    三ツ沢公園の現状や管理運営に関する調査等があった場合には、地方自治法第 244条の２

の 10の規定に基づき、必ず協力してください。 

三ツ沢公園を使用し、横浜市が実施又は要請する事業（三ツ沢公園を使用した防災訓練、

イベント等の実施）があった場合には、管理運営に支障が生ずる場合を除き、積極的に参加・

協力してください。 

その他区局の運営方針等、横浜市政に関して協力するよう努めてください。 

オ 関係法令等の遵守について 

業務を遂行するうえで、関係する法令等を遵守することとします。 

なお、指定期間中にこれらの法令等に改正があった場合は、改正された内容とします。  

 

＜主な関連法令＞  
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(ｱ) 地方自治法（昭和22年法律第67号）及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号） 

(ｲ) 都市公園法（昭和31年法律第79号）及び都市公園法施行令（昭和31年政令第290号） 

(ｳ) 横浜市公園条例（昭和33年３月条例第11号）及び横浜市公園条例施行規則（昭和33年３

月規則第11号） 

(ｴ) 行政手続法（平成５年法律第88号） 

(ｵ) 横浜市行政手続条例（平成7年3月条例第15号）及び横浜市行政手続条例施行規則（平成

7年6月規則第80号） 

(ｶ) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

(ｷ) 横浜市個人情報の保護に関する条例（平成17年２月条例第６号） 

(ｸ) 横浜市暴力団排除条例（平成23年12月条例第51号） 

(ｹ) 労働関係法令（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、職業安定法、最低賃金法、

労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法及び障害者の雇用の

促進等に関する法律等） 

(ｺ) 施設・設備の維持保全関係法令（建築基準法、消防法、電気事業法、水道法及び建築物

における衛生的環境の確保に関する法律等） 

(ｻ) 環境法令等（エネルギーの使用の合理化に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関す

る法律等） 

(ｼ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号） 

(ｽ) 横浜市落書き行為の防止に関する条例（平成26年６月条例第31号） 

(ｾ) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号） 

(ｿ) その他（警備業法、農薬取締法、身体障害者補助犬法、ホームレスの自立の支援等に関

する特別措置法、健康増進法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等） 

(ﾀ) 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年10月1日法律第105号） 

(ﾁ) 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例（平成18年3月15日条例第17号） 

(ﾂ) 家畜伝染病予防法（昭和26年5月31日法律第166号） 

(ﾃ) 展示動物の飼養及び保管に関する基準（平成16年環境省告示第33号）、動物の殺処分方

法に関する指針（平成7年7月4日総理府告示第40号） 

＜その他横浜市の計画・施策等＞ 

(ｱ) 横浜みどりアップ計画 

(ｲ) 横浜市環境管理計画 

(ｳ) 横浜市水と緑の基本計画 

(ｴ) 横浜市地球温暖化対策実行計画 

(ｵ) 横浜市一般廃棄物処理基本計画（ヨコハマ３Ｒ夢プラン） 

(ｶ) 横浜市エネルギーアクションプラン 

(ｷ) 横浜市防災計画 

(ｸ) 横浜市予算決算及び金銭会計規則 

(ｹ) 横浜市電気工作物保安規程 

(ｺ) 横浜市障害者差別解消の推進に関する取組指針 

(ｻ) 男女共同参画政策 

(ｼ) 三ツ沢公園指定管理者公募要項 

(ｽ) 三ツ沢公園管理業務仕様書（本仕様書） 

(ｾ) 三ツ沢公園維持管理基本水準書 

(ｿ) 横浜市公園施設点検マニュアル 
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(ﾀ) 指定管理者災害対応の手引き 

(ﾁ) 施設管理者点検マニュアル（建築局） 

(ﾂ) 横浜市有料施設管理運営マニュアル 

(ﾃ) 横浜市指定管理者制度運用ガイドライン 

(ﾄ) 新型コロナウイルス感染拡大防止対策を踏まえた公園施設利用再開ガイドライン 

 

（３）指定管理者による管理運営にあたっての注意事項 

ア 公平性の確保、人権の尊重 

公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有

利あるいは不利になる運営をしないでください。 

三ツ沢公園の運営にあたっては、利用者の人権の尊重を基本とし、指定管理者職員に対し

利用者サービス向上のため必要な研修を実施してください。 

  イ 本市、関連施設・機関との連携 

    神奈川区にある他の公の施設と連携を図った運営を行ってください。 

また、公園緑地管理課、北部公園緑地事務所が出席を要請した会議等には必ず出席してく

ださい。 

ウ 応募団体はあらかじめ、施設長と副施設長予定者を面接審査までに決定してください。指

定候補者となった段階で、業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、提案書どおりの人

員体制としてください。また、提案書に記載をした人員体制は必ず遵守してください。 

エ 指定管理者は指定期間の終了までに、指定開始日を基準として、三ツ沢公園に改変を加え

ていた場合、現状に回復し、横浜市に対して三ツ沢公園を引き渡し、検査確認を受けるよう

にしてください。ただし、横浜市が認めた場合はこの限りではありません。 

  オ ウェブサイトのアドレス（ＵＲＬ）は、指定管理者が変更となった場合には新指定管理者

に引き継いでください。そのことが困難な場合は、アドレスが変更になった旨を旧サイトに

掲載し、一定期間（概ね１年間）新サイトに利用者を誘導してください。 

 カ 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱、三ツ沢公園の利用ルール等を作成す

る場合は、北部公園緑地事務所と協議をし、必ず承認を得てください。重要なルールの場合

は、利用者への周知の徹底と、年度協定への記載等の御対応をお願いします。 

 キ 指定管理者あての文書類は、収受日を記録し、内容ごとに保管期間を定めて保管してくだ

さい。 

  ク 他の地方公共団体の視察や見学等については、原則として指定管理者が対応をしてくださ

い。 

  ケ 指定管理者が施設のウェブサイトを設置するにあたっては、 最低限「指定管理者名（掲載  

例「本施設は、株式会社○○が指定管理者となっています」）」及び「施設の事業報告書等が

掲載されている横浜市のウェブページのリンク」を掲載することとします。 

また、ウェブサイト等インターネットを利用して情報を受発信する場合は、すべての人が

安全かつ適切に情報が得られるよう、セキュリティを確保するとともに、「ウェブアクセシビ

リティ仕様書」に基づき、「JIS X 8341-2016:3の適合レベル AA」に準拠したウェブアクセシ

ビリティに配慮してください。 

コ 現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施

に伴う負担が過重でないときは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する横浜市職員

対応要領」を参考に合理的配慮の提供に努めてください。窓口対応やイベントの開催等、様々

な場面で合理的配慮の提供に努めてください。 

サ 個人情報の保護について 
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指定管理者が管理業務を実施するにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例（平

成 17 年２月横浜市条例第６号）の規定が適用され、個人情報の保護に関する法令等を遵守

し、個人情報を適正に取り扱うことが必要です。 

また、個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人データの開示等の請求について、手

続等の統一化を図るため、協定等において、横浜市が示す「指定管理者の保有する保有個人

データの開示等の請求に関する標準規程」に準拠して、指定管理者が「○○○○（←公園及

び公園施設の名称）保有個人データの開示等の請求に関する規程」を作成し、保有個人デー

タの開示等の請求に対して適切に対応することとします。 

さらに、横浜市等が実施する個人情報保護に関する必要な研修に参加するとともに、従事

者に対して必要な研修を行うこととします。 

シ 情報公開の実施について 

指定管理者が管理業務を実施するにあたっては、「横浜市の保有する情報の公開に関する

条例」（平成 12年２月横浜市条例第１号）の規定に準じて、情報公開の対応を適切に行うこ

とが必要です。 

「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」（平成 12年２月横浜市条例第１号）の趣旨

に則り、横浜市が示す「指定管理者の情報の公開に関する標準規程」に準拠して、指定管理

者が「情報公開規程」を作成し、文書等の開示の申出に対して適切に対応することとします。 

  ス マイナンバー制度について 

 マイナンバーを取り扱うにあたっては、国の個人情報保護委員会から示された「特定個人  

情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」により適切に対応してください。 

 

（４）広報・集客 

利用促進のために、ウェブページによる情報発信、パンフレットの作成・配布、メディア対

応等必要な広報ＰＲ事業を積極的に行ってください。 

 

（５）市民協働 

市民協働とは、公共サービスを担う異なる主体が、地域課題や社会的課題を解決するために、 

相乗効果を上げながら、新たな事業や仕組みを創出し、取り組むことです。ただ単に業務の一

部を漫然と協働の相手方に遂行させたり、活動の場を提供するだけでなく、市民協働とは何か

ということを考慮しながら実施してください。 

 

11 管理許可施設等 

（１）管理許可施設 

有料駐車場及び飲食提供のための施設等の便益施設については、指定管理者が北部公園緑地

事務所から別途許可を受けて管理運営を行いますが、指定管理者制度とは別個の行政処分とな

ります。指定管理区域と明確に区域を切り分け、北部公園緑地事務所と事前協議のうえ、許可

を得て、規定の使用料を横浜市に納入してください。 

また、指定管理料と管理許可施設の管理運営に関する光熱水費等の経費は混同せず、それぞ

れ独立した会計として取扱い、北部公園緑地事務所が管理許可施設の会計の調査を行う時は帳

簿類の準備をお願いします。（各年度の指定管理事業の事業計画書及び事業報告書には管理許

可施設の会計や事業は、指定管理業務と区別して記載してください。） 

管理許可施設の運営にあたり利用者から徴収する料金、営業時間等の管理運営の詳細は別途

北部公園緑地事務所と協議し、許可書の条件として定めますので、これに従い業務を実施して

ください（指定管理者制度の年度協定等への反映はしません。）。 
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収益の一部を三ツ沢公園及び公園施設の維持管理経費に充当することができますが、この場

合は提案書で提案してください。 

管理許可施設において許可目的以外の行為を行う時、運営内容の変更を行う時は、北部公園

緑地事務所と協議し、別途行為許可を得てください。 

なお、管理許可施設の運営管理は、指定管理者制度の実績評価の対象とはなりません。 

また、管理許可施設の運営は、北部公園緑地事務所と協議のうえ、第三者へ委託することが

できます。この場合、市内事業者の活用に努め、円滑な運営を維持できるよう、委託先との協

議、調整、指導を密接に行ってください。 

 ※指定管理者以外の者が管理許可又は設置許可を受けた便益施設及び占用許可を受けた広告   

看板等については、指定管理の範囲から除外されますが、これらの物件の設置者等関係者と

の調整を行ってください。 

※調整業務には、契約調整、営業品目・価格等の調整、業者間調整を含みます。 

 

（２）設置許可施設 

便益施設（自動販売機等）の設置運営を希望する場合は、都市公園法、横浜市公園条例その

他関係法令に基づき、北部公園緑地事務所の設置許可を得る必要があります。この場合、便益

施設の内容等によっては許可が得られないこともあります。 

指定管理期間中に横浜市が他の用途に使用する場合があり、その場合は許可の取り消しや許

可の更新をしない場合がありますので、御了承ください。許可が得られた場合は、規定の使用

料を横浜市に納入してください。 

また、指定管理料と設置許可施設の管理運営に関する光熱水費等の経費は混同せず、それぞ

れ独立した会計として取扱い、北部公園緑地事務所が設置許可施設の会計の調査を行う時は帳

簿類の準備をお願いします。（各年度の指定管理事業の事業計画書及び事業報告書には設置許

可施設の会計や事業は、指定管理業務と区別して記載してください。） 

なお、設置許可施設の運営管理は、指定管理者制度の実績評価の対象とはなりません。 

 

 

12 特記事項 

（１）災害時及び災害訓練等対応業務 

三ツ沢競技場一帯が横浜市防災計画（震災対策編）指定の広域避難場所、陸上競技場が横浜

市消防局指定の飛行場外離着陸場、また、三ツ沢公園全域が神奈川県災害時広域受援計画指

定の進出拠点及び活動拠点に指定されているため、災害発生時には、市民の安全確保に留意

し、災害応急対策等に協力してください。 

ア 広域避難場所 

災害発生時に備え、公園に設置されている許可物件の巡視・点検等に協力してください。 

三ツ沢公園内には広域避難所機材庫が１か所、防火水槽が４か所設置されているため、災

害時に備え、周辺の日常管理に留意してください。 

【広域避難場所指定にかかる設置施設】 

・広域避難場所機材庫 三ツ沢公園有料第２駐車場南側出入り口道路向かい園地 

・片倉出張所 防火水槽７号 100㎥戦没者慰霊塔前広場前園地 

・片倉出張所 防火水槽８号 40㎥三ツ沢公園南端「児童公園」内 

・片倉出張所 防火水槽９号 40㎥三ツ沢公園南端「遊具広場」内 

・片倉出張所 防火水槽 16号 40㎥三ツ沢公園「子供の遊び場」内 

※三ツ沢公園「子供の遊び場」については、岡沢町南自治会の「いっとき避難場所」に
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指定されています。 

※三ツ沢公園南端「児童公園」については、鎌谷町町内会の「いっとき避難場所」に指

定されています。 

イ 飛行場外離着陸場 

陸上競技場が横浜市消防局の飛行場外離着陸場に指定されており、大規模災害発生時の物

資輸送や傷病人の搬送、臓器移植等の医療関係でヘリコプターの離着陸場として利用されま

す。有事の際には横浜市消防局から事前連絡があるため、協力をしてください。また、災害

や医療を想定した訓練を実施する場合にも協力をお願いします。 

ウ 進出拠点及び活動拠点 

三ツ沢公園全域が神奈川県災害時広域受援計画指定の進出拠点及び活動拠点に指定されて

いるため、大規模災害が発生し、神奈川県知事が受援を要請した際、警察、消防、自衛隊な

どの広域的な応援や他の自治体等からの応援を受け入れる拠点として使用されます。有事の

応援部隊等の災害応急対策に積極的に協力してください。また、計画に基づく訓練が行われ

る際には、横浜市、及び関係機関と調整し訓練に協力してください。 

エ 公園内には医療局の地域搬送型 SCU（※）が整備されています。災害時等には航空搬送拠

点及び臨時医療施設を設置する場所として利用しますので協力してください。 

※「SCU」とは 

SCU（Staging Care Unit）とは、重症傷病者を被災地内から被災地外へ航空機搬送する

うえで航空搬送拠点に隣接する臨時医療施設で、県内では厚木基地が指定されています。 

横浜市ではこれに準じる機能を地域搬送型 SCUとして三ツ沢公園に整備し、位置付けて

います。 

オ ハザードマップの浸水想定内にある営業所所管のバス車両を災害時等に三ッ沢公園に退避

させるため、横浜市交通局自動車本部浅間町営業所と調整し、協力してください。 

 

（２）公園愛護会について 

地元自治会等が園内（岡沢南町）において公園愛護会活動をしておりますので、指定管理者

は横浜市と協議の上、協働で園地の美化活動等を実施してください。 

 

（３）園内の管理運営について 

自由広場は、土日祝日のみ地元自治会・町内会が優先利用をしているため、利用の指導及び

利用調整を行ってください。利用調整の方法は北部公園緑地事務所と協議してください。 

 

（４）野球場について 

野球場は、現在閉鎖中で、旧市民病院の跡地で再開予定です。再開後の野球場は指定管理者

が管理します。再開後の野球場に係る指定管理料については、野球場の再開時に別途協議しま

す。 

 

（５）三ツ沢公園球技場（ニッパツ三ツ沢球技場）の屋根について 

 三ツ沢公園球技場（ニッパツ三ツ沢球技場）では、屋根の設置等に向けた検討等が進められ

る予定ですので御協力をお願いします。 

 

（６）施設の休館等 

三ツ沢公園において、大規模改修工事等で三ツ沢公園の全部若しくは一部を長期間休止する

場合があります。この場合、改修工事時期及び休止等について、横浜市と指定管理者が協議を
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行います。管理運営を休止する必要がある場合は、横浜市と指定管理者で協議し、指定管理料

を変更するものとします。 

 

13 課題等（様式 24記載事項） 

（１）暑さ対策について 

ここ数年、全国的に厳しい暑さが続き、記録的な猛暑となる年もありました。そのことを踏

まえ、夏の暑さ対策として利用者や指定管理者職員等の健康や安全に対しての取組について、

応募団体の創意工夫に基づいた提案をしてください。 

（２）Jリーグ開催時の利用者対応等について 

Ｊリーグ開催時について、交通渋滞対策や球技場を訪れる方の利便性の向上、利用者サービ

スをどの様に考えているか提案してください。 

（３）市民病院に関する課題と対応について 

   市民病院利用者の公園利用や病院と連携した公園利用の促進、また、病院が隣にあることで

生じるトラブル等の課題と、それに対する対応について提案してください。 

（４）花見客への対応について 

三ツ沢公園は園内の桜が咲く時期に大勢の花見客がいらっしゃいます。桜の開花期間中の園

内の混雑防止や花見客へのおもてなし、清掃等の対応について、応募団体の創意工夫に基づい

た提案をしてください。 

（５）第一レストハウスの管理運営の提案について 

三ツ沢公園の魅力向上、来園者の満足度を高める取組として、第一レストハウスの管理運営

について、公園の周辺環境や利用状況の変化等を踏まえ、飲食・物販機能を確保しながら、運

動施設へのサービス向上につながる運営や子育て支援などについて、新たな視点で提案してく

ださい（※ただし、実際の運営にあたっては、北部公園緑地事務所と協議が必要となります。）。 

（６）その他公園の特性や維持管理上の課題等に応じた取組があれば、応募団体の創意工夫に基づ

いて提案してください。 

 

14 新型コロナウイルス感染症等の拡大防止に係る対応（様式 25記載事項） 

※緊急事態宣言解除後の令和２年５月 25 日から令和３年１月７日までのような状態を想定し

て記載してください。 

 (1) 新型コロナウイルス感染症等の拡大防止に係る取組について、具体的に説明してください。 

※具体的な感染防止対策、他施設等での感染防止対策実績、新型コロナウイルス感染症等の影

響による利用料金収入減に対する対応策、感染防止の観点を踏まえた予約受付の提案 等に

ついて記載してください。 

(2) 「新しい生活様式」や、横浜市の「新型コロナウイルス感染拡大防止対策を踏まえた公園施

設利用再開ガイドライン」、業種、施設種別ごとに示されている「各種ガイドライン」等を踏

まえたうえで、本公園においてどのように公園の魅力や多様な楽しみ方等を発信するか、また、

自主事業・イベント実施時の工夫等について提案してください。 

・「新しい生活様式」を踏まえた身近な公園利用のポイント（国土交通省） 

https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000345.html 

・「新しい生活様式」の実践例（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html 
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（その他）指定管理者に求める報告内容 

１ 月報 

（合計 30ページ程度にまとめてください） 

（１） 提出期限は翌月 30日まで 

（２） 提出方法は、ＰＤＦ化し、北部公園緑地事務所の電子メールアドレスへ電子データを添付し

て提出 

（３）記載内容 

ア 有料施設利用実績 

(ｱ) 利用者数 

(ｲ) 利用料金収入 

(ｳ) 附帯施設利用料金収入 

(ｴ) 減免件数及び減免金額 

イ 日報 

(ｱ) 提案事業及び自主事業実施状況（概要） 

(ｲ) 園内作業実施状況（清掃、草刈、せん定、点検等概要） 

ウ 苦情要望一覧（詳細） 

エ 事件・事故・災害発生一覧（詳細） 

オ 公園施設点検マニュアルに基づく点検結果 

 

２ 四半期報 

（合計 30ページ程度にまとめてください） 

（１）提出期限は四半期終了後翌月 30日まで 

（２）提出方法は、ＰＤＦ化し、北部公園緑地事務所の電子メールアドレスへ電子データを添付し

て提出 

（３）記載内容 

ア 有料施設利用実績 

※月単位の合計報告（３か月分「月報」の内容を再構成し、まとめたもの） 

イ 提案事業及び自主事業実施状況（詳細） 

ウ 園内作業実施状況（清掃、草刈、せん定、点検等詳細） 

エ 苦情要望一覧（対応結果概要） 

オ 事件及び事故一覧（対応結果概要） 

カ 施設、設備及び備品の修繕状況 

(ｱ) 実施一覧（名称、金額、概要） 

(ｲ) 施工写真 

キ 四半期の指定管理業務の振り返り、反省点及び今後の展開 

ク 横浜市の指示に対する改善状況 

 

３ 年度事業計画書 

（１）提出期限は各年度の前年１月 31日まで 

（２）提出方法は、ＰＤＦ化し、北部公園緑地事務所の電子メールアドレスへ電子データを添付し

て提出 

（３）別に定める様式を必ず使用し作成をしてください。また、参考資料の添付も可としますが、

参考資料の公表はいたしません。 

（４）事業計画書は提出後に必ず北部公園緑地事務所と協議を実施し、必要に応じて補正等を行い、
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北部公園緑地事務所の承認を得てください。 

（５）ウェブサイトへの公表は、業務開始年度の４月１日です。 

（６）所定の様式を用いて、ページ数はＡ４版で最大 15ページまでとしてください。また文字の大

きさは 11ポイントを標準とします。 

（７）個人情報が絶対に含まれないよう、細心の注意をお願いします。 

（８）設置管理許可制度の収支は指定管理料収支から必ず除外してください。 

（９）記載の仕方で様式に特に指定のない場合は自由に記載して構いません。また、様式は表の大

きさ変更、必要事項の追加や増設を適宜行ってください。計算書類の場合はエクセルに変換し

て使用しても構いません。特に有料施設の利用回数や稼働率等の標記方法は指定管理者に一任

します。 

（10）利用者アンケートは本市基準に準じて作成し、北部公園緑地事務所に協議のうえ、実施をお

願いします。 

（11）三ツ沢公園の指定管理区域外、三ツ沢公園の設置目的と関連しない、公益性や公共性がない、

また一部の利用者のみに恩恵のある事業は自主事業ではありませんので、そのことを踏まえた

事業検討に留意してください。 

（12）記載内容 

ア 概要、指定管理者概要（様式１） 

イ 公園運営の全体的な考え方、本年度の基本的な管理運営方針、運営業務の実施方針、人員・

組織体制、年度人員配置表、勤務体制等、市民サービスの向上や公園の魅力向上・利用促進

（様式２） 

ウ 公園の維持管理業務の全体的な考え方、公園施設の維持管理について、園地管理について、

事故防止の取組、過去に発生した事故の改善策、清掃、修繕、施設設備改修（様式３） 

エ 緊急時の対応、緊急時マニュアルの活用、各区防災計画との連動等、災害対応について、

犯罪や路上駐車等の不法行為対策について、個人情報保護法対応について、障害者差別解消

について、運営目標（様式４） 

オ 提案事業実施計画一覧（自主事業含む）（様式５） 

カ 業務の第三者委託一覧（様式６） 

キ 収支予算書（指定管理料のみ）（様式７） 

 

４ 年度事業報告書 

（１）提出期限は業務終了翌年度の５月 31日まで 

※３月決算以外の指定管理者の場合には、提出期限での提出は困難と考えられますので、別途

北部公園緑地事務所と協議をして、提出日を定めてください。 

（２）提出方法はＰＤＦ化し、北部公園緑地事務所の電子メールアドレスへ電子データを添付して

提出 

（３）別に定める様式を必ず使用し作成をしてください。また、参考資料の添付も可としますが、

参考資料のウェブサイトでの公表はいたしません。 

（４）事業報告書は提出後に必ず北部公園緑地事務所と協議を実施し、必要に応じて補正等を行い、

北部公園緑地事務所の承認を得てください。 

（５）ウェブサイトへの公表は、業務開始年度の７月１日です。 

（６）所定の様式を用いて、ページ数はＡ４版で最大 15ページまでとしてください。また文字の大

きさは 11ポイントを標準とします。 

（７）個人情報が絶対に含まれないよう、細心の注意をお願いします。 

（８）設置管理許可制度の収支は指定管理料収支から必ず除外してください。 
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（９）記載の仕方で様式に特に指定のない場合は自由に記載して構いません。また、様式は表の大

きさ変更、必要事項の追加や増設を適宜行ってください。計算書類の場合はエクセルに変換し

て使用しても構いません。特に有料施設の利用回数や稼働率等の標記方法は指定管理者に一任

します。 

（10）記載内容 

ア 年度利用料金収入実績 ※有料施設がある場合のみ該当（様式１） 

イ 年度公園施設及び有料施設利用回数・稼働率（月別）※利用人数を計測している公園施設

及び有料施設がある場合のみ該当（様式２） 

ウ 年度公園利用状況（園地や無料施設で利用者数を計測している場合及び有料施設がある場

合は利用者数を記載。施設数に応じて表を増減してください。）（様式３） 

エ 業務の第三者委託実績（様式４） 

オ 年度修繕実績（様式５） 

カ 年度増減備品一覧（様式６） 

キ 苦情対応報告、事故対応報告（様式７） 

ク 市民サービスの向上や公園の魅力向上・利用促進結果（様式８） 

ケ 収支報告書（指定管理料のみ）（様式９） 

コ 運営目標・実績報告（様式 10） 

サ 自主事業実施報告（様式 11） 

シ 利用者アンケート結果（様式 12） 

ス 研修実施報告（様式 13） 
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